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一
　
は
じ
め
に

二
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
実
施
可
能

性

三
　
国
際
社
会
・
地
域
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度

の
概
要

四
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
の
特
徴
及
び

今
後
の
主
な
任
務

五
　
お
わ
り
に

一
　
は
じ
め
に

二
十
一
世
紀
は
海
洋
の
世
紀
と
呼
ば
れ
、
各
国
で
、
海
洋
の
開
発
お
よ

び
利
用
と
保
護
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
策
の
制
定

と
法
的
制
度
の
完
備
に
よ
り
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
、
中
国
も
力
を
入
れ
、
海
洋
の
政
策
と
法
的
制
度
を
重
視
し
、

多
く
の
海
洋
に
関
す
る
制
度
を
完
備
し
っ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。
他
国
の

中
国
の
海
洋
に
関
す
る
政
策
と
法
的
制
度
を
正
確
に
理
解
す
る
だ
け
で
な

く
、
関
係
の
あ
る
海
洋
に
関
す
る
紛
争
の
合
理
的
な
解
決
に
も
役
立
て
る

た
め
に
、
中
国
に
お
け
る
海
洋
に
関
す
る
政
策
と
法
的
制
度
を
紹
介
し
、

論
述
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の

実
施
可
能
性

H
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
の
必
要
性

中
国
は
、
二
〇
〇
二
年
に
既
に
「
海
洋
の
開
発
」
　
の
政
策
を
打
ち
出
し

た
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
に
も
「
海
洋
の
開
発
と
保
護
」
の
対
策
を
出
し
、

そ
れ
以
来
、
こ
れ
が
国
家
の
基
本
的
な
戦
略
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
海

洋
開
発
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
主
に
次
の
よ
う
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。

1
　
中
国
の
海
洋
位
置
が
相
対
的
に
不
利
で
、
平
均
資
源
が
少
な
い
。
黄

海
、
東
海
及
び
南
海
は
各
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
囲
ま
れ
、
大
洋
へ
の

延
長
が
で
き
な
い
、
海
洋
活
動
も
雉
し
い
。
ま
た
、
中
国
が
陸
地
の
面
積

九
百
六
十
万
平
方
キ
ロ
を
有
し
、
沿
岸
で
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
島
は
六
千
五
百
あ
ま
り
に
達
し
、
島
の
沿
岸
線
の
長
さ
は
一
万
四

千
キ
ロ
に
な
り
、
既
に
開
発
し
た
漁
業
海
域
の
面
積
を
八
十
一
点
八
万
平

方
海
里
に
達
し
、
海
域
の
盆
地
面
積
が
約
七
十
万
平
方
キ
ロ
も
有
し
、
中

国
の
管
轄
権
を
有
す
る
海
域
で
の
石
油
資
源
が
約
二
百
五
十
万
倍
ト
ン
、

天
然
ガ
ス
の
量
は
約
八
点
四
億
立
方
メ
ー
ト
ル
に
も
あ
る
が
、
中
国
の
人

口
で
割
る
と
、
一
人
あ
た
り
国
際
社
会
の
平
均
水
準
よ
り
は
る
か
に
低
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2
　
中
国
の
陸
地
に
お
い
て
主
な
資
源
が
厳
重
に
不
足
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
海
外
依
存
度
が
ま
す
ま
す
上
昇
し
て
い
る
。
中
国
の
陸
地
平
均
面
積

が
一
人
で
○
点
〇
〇
七
平
方
キ
ロ
に
す
ぎ
ず
、
世
界
の
一
人
あ
た
り
の
平

均
水
準
○
点
三
平
方
キ
ロ
よ
り
か
な
り
低
い
。
中
国
淡
水
の
一
人
あ
た
り

の
水
準
は
世
界
の
平
均
水
準
の
四
分
の
一
に
も
達
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

中
国
は
、
国
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
は
日
増
し
に
増
加
し
て
い
る
。
中
国

は
、
一
九
九
三
年
に
初
め
て
石
油
の
純
輸
入
国
に
な
っ
て
以
来
、
そ
の
石

油
輸
入
量
は
急
上
昇
を
続
け
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
に
は
六

九
四
一
万
t
で
あ
っ
た
の
が
二
〇
〇
三
年
に
は
九
一
一
二
万
t
に
増
加

し
、
二
〇
〇
四
年
に
は
更
に
一
億
二
二
七
二
万
t
に
大
幅
増
加
し
、
二
〇

〇
五
年
に
は
一
点
三
億
t
に
達
し
た
。
二
〇
〇
四
年
は
二
〇
〇
三
年
比
で

三
四
点
七
パ
ー
セ
ン
ト
増
え
、
二
〇
〇
五
年
は
二
〇
〇
四
年
比
で
三
点
三

パ
ー
セ
ン
ト
増
え
て
い
る
。
予
測
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
中
国
の
石

油
消
費
は
三
億
t
に
達
し
、
二
〇
二
〇
年
に
は
更
に
三
点
九
億
t
と
な
る
。

こ
う
し
た
石
油
の
不
足
分
の
半
分
は
海
外
か
ら
の
供
給
に
依
存
す
る
こ
と

に
な
る
。
一
般
的
に
、
国
内
資
源
需
要
が
急
上
昇
し
て
い
る
主
な
原
因
と

し
て
は
、
産
業
構
造
が
適
切
さ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
産
業
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
が
大
き
く
効
率
が
低
い
こ
と
、
生
産
設
備
の
生
産
技
術
が
遅
れ
て

い
る
こ
と
、
社
会
発
展
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
す
ぎ
る
こ
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
利

用
の
形
式
が
単
一
で
あ
る
こ
と
、
都
市
化
の
進
展
が
早
い
こ
と
、
国
外
の

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
産
業
が
移
転
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
浪
費
が
深
刻
で

あ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
は
近
い
将
来
に
は
解
決

不
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
は
す
で
に
深
刻
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
全

問
題
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
れ
が
す
で
に
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
持
続
的

発
展
を
直
接
制
約
し
、
わ
が
国
の
現
代
化
建
設
の
歩
み
に
影
響
を
与
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

3
　
海
洋
開
発
は
厳
し
い
情
勢
に
直
面
し
て
い
る
。
国
際
法
な
ら
び
に

「
国
連
海
洋
法
条
約
」
　
の
関
連
規
定
に
よ
り
、
わ
が
国
が
主
張
す
る
管
轄

海
域
面
積
は
三
〇
〇
万
平
方
キ
ロ
に
達
す
る
が
、
実
際
に
制
御
し
て
い
る

海
域
面
積
は
二
〇
〇
万
平
方
キ
ロ
に
満
た
な
い
。
わ
が
国
の
海
洋
開
発
を

取
り
巻
く
周
辺
の
状
況
は
極
め
て
厳
し
い
。
そ
れ
は
主
に
次
の
よ
う
な
点

に
現
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
紛
争
の
あ
る
海
域
面
積
が
広
い
。
わ
が
国
は
内
海
漸
梅
を
除

く
別
の
海
域
で
、
他
国
と
の
間
に
程
度
は
異
な
る
が
様
々
な
紛
争
を
抱
え

て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
人
力
国
（
朝
鮮
、
韓
国
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ブ
ル
ネ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
と
の
間
に
海

域
境
界
の
問
題
が
存
在
す
る
上
、
こ
の
う
ち
の
五
つ
の
国
と
の
問
に
は
島

の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
の
紛
争
海
域
面
積
は
約
一
五
〇

万
平
方
キ
ロ
に
も
達
す
る
。

第
二
に
、
島
晩
の
占
有
状
況
が
深
刻
で
あ
る
。
東
海
で
は
、
日
本
が
わ

が
国
の
釣
魚
島
等
の
島
峡
を
占
有
し
て
お
り
、
南
海
で
は
南
沙
諸
島
地
域

で
各
国
と
の
矛
盾
が
よ
り
深
刻
で
あ
る
。
南
海
の
大
き
な
海
域
は
す
で
に

ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ

等
の
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
排
他
的
経
済
水
城
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
南
沙
諸
島
に
は
あ
わ
せ
て
一
七
八
の
島
が
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

す
で
に
五
一
が
各
国
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
他
国
が
占
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有
し
て
い
る
島
が
四
十
あ
ま
り
あ
り
、
わ
が
国
が
進
駐
し
て
い
る
の
は
わ

ず
か
八
島
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
島
惧
帰
属
の
問
題

は
、
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
を
含
め
て
深
刻
で
あ
る
。

第
三
に
、
資
源
の
利
用
面
．
で
試
練
に
直
面
し
て
い
る
。
海
洋
生
物
資
源
、

と
り
わ
け
漁
業
資
源
の
権
益
が
試
練
に
直
面
し
て
い
る
。
紛
争
海
域
に
お

い
て
、
わ
が
国
の
正
常
な
漁
業
生
産
は
騒
擾
に
遭
い
、
漁
民
は
し
ば
し
ば

捜
査
、
章
捕
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
殺
教
に
遭
い
、
漁
業
資
源
は
略
奪
的
な

捕
獲
に
遭
っ
て
い
る
。
海
洋
石
油
天
然
ガ
ス
資
源
も
同
じ
で
、
ひ
ど
い
場

合
に
は
略
奪
的
な
開
発
を
受
け
て
い
る
。
南
海
周
辺
の
一
部
諸
国
は
、
わ

が
国
の
南
沙
海
域
の
石
油
天
然
ガ
ス
資
源
を
ほ
し
い
ま
ま
に
採
掘
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
わ
が
国
は
南
海
で
毎
年
約
二
億
t
の
石
油
を
失
っ
て
い

る
。
わ
が
国
の
海
洋
資
源
利
用
は
損
失
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
海
洋
資
源
の
開
発
が
遅
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
海
洋
資
源

（
非
生
物
資
源
）
　
の
開
発
利
用
度
は
低
く
、
設
備
、
技
術
は
遅
れ
て
お
り
、

ま
た
過
度
の
開
発
が
行
わ
れ
た
海
域
で
は
汚
染
が
深
刻
で
あ
る
。
わ
が
国

は
太
平
洋
の
海
底
で
す
で
に
七
点
五
万
平
方
キ
ロ
の
金
属
性
団
塊
鉱
区
の

排
他
的
探
査
開
発
権
な
ら
び
に
優
先
的
な
商
業
採
掘
権
を
獲
得
し
て
い
る

が
、
わ
が
国
の
深
海
底
資
源
採
掘
技
術
は
、
環
境
保
護
技
術
を
含
め
て
、

厳
し
い
試
練
に
直
面
し
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
が
す
で
に
探
査
を
行
っ

た
海
域
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
な
す
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
多

い
。
こ
の
ほ
か
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
海
域
活
動
を
管
理
す
る
機
関
が
ば

ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
欠
点
が
あ
り
、
強
力
な
海
上
の
総
合

的
執
法
・
権
利
維
持
集
団
を
含
め
て
、
海
洋
事
務
を
統
一
的
に
調
整
す
る

管
理
機
構
が
な
く
、
わ
が
国
の
海
洋
事
務
を
全
体
的
に
規
範
化
す
る
プ
ラ

ン
、
計
画
に
も
欠
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
は
技
術
水
準
を
含
め

て
、
管
理
水
準
を
総
合
的
に
引
き
上
げ
、
海
洋
事
務
に
対
応
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

と
に
か
く
、
わ
が
国
は
、
国
情
に
照
ら
し
、
外
国
の
有
用
な
経
験
に
学

ん
で
、
海
洋
開
発
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
、
国
の
海
洋
開
発
戦
略
を
実
行

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
海
洋
開
発
を
保
障
す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

は
、
海
洋
開
発
に
付
随
す
る
海
洋
開
発
の
法
律
制
度
を
整
え
る
こ
と
で
あ

る
。

口
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
の
実
施
可
能
性

．
わ
が
国
は
、
海
洋
開
発
に
関
す
る
経
験
を
積
み
、
ま
た
、
開
放
改
革
政

策
を
打
ち
出
し
て
実
施
し
て
か
ら
二
十
七
年
も
経
過
し
て
お
り
、
海
洋
開

発
実
施
の
基
礎
と
実
力
、
特
に
経
済
的
な
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関

す
る
要
素
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
海
洋
経
済
の
発
展
が
著
し
い
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
に
お
い

て
千
九
七
八
年
に
主
な
海
洋
産
業
の
総
量
が
わ
ず
か
約
八
十
倍
元
に
と
ど

ま
り
、
二
〇
〇
三
年
に
一
万
倍
元
に
も
達
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
海
洋
産

業
の
総
量
が
一
点
七
万
倍
元
に
な
り
、
国
の
G
ロ
P
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
も

占
め
た
。
ま
た
、
海
洋
経
済
が
国
民
経
済
増
加
の
主
な
要
素
に
な
り
、
い

っ
そ
う
の
増
加
の
傾
向
も
見
ら
れ
る
。

第
二
に
、
海
洋
に
携
わ
る
部
門
の
企
画
の
制
定
と
完
備
。
一
九
九
六
年

に
中
国
が
中
国
に
お
け
る
「
二
十
一
世
紀
の
海
洋
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
を
制
定

し
、
海
洋
事
業
発
展
の
持
続
可
能
な
発
展
の
戦
略
を
打
ち
出
し
た
。
一
九
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九
八
年
に
わ
が
国
の
海
洋
事
業
の
発
展
状
況
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
政
府

が
中
国
海
洋
事
業
の
発
展
の
自
書
を
発
表
し
た
。
こ
の
白
書
は
わ
が
国
の

海
洋
事
業
に
お
け
る
成
果
な
ら
び
に
発
展
の
過
程
で
遵
守
す
べ
き
基
本
的

政
策
と
原
則
を
全
面
的
、
体
系
的
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
洋
環
境

の
保
護
、
保
全
の
た
め
に
、
わ
が
国
は
「
全
国
に
適
用
の
海
洋
保
護
の
五

年
間
（
一
九
九
六
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
）
　
の
プ
ラ
ン
と
二
〇
一
〇
年
に

達
す
る
長
期
的
な
企
画
」
を
制
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
「
三

大
政
策
」
を
宣
言
し
た
。
つ
ま
り
、
予
防
の
重
視
ま
た
は
中
心
及
び
予
防

と
対
策
の
結
合
、
汚
染
者
の
環
境
回
復
の
責
任
、
環
境
管
理
の
強
化
で
あ

る
。
中
国
政
府
は
、
「
中
国
海
域
使
用
管
理
法
」
、
「
中
国
海
洋
環
境
保
護

法
」
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
に
「
全
国
海
洋
機
能
区
分
」
を
制
定
し

た
。
こ
の
文
番
の
目
的
は
、
海
域
を
合
理
的
に
利
用
し
、
海
洋
環
境
を
保

護
し
、
海
洋
経
済
の
持
続
可
能
な
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
国
務
院
が
二
〇
〇
三
年
に
「
全
国
海
洋
経
済
発
展
計
画
綱
要
」
を
発

行
し
た
。
こ
の
綱
要
は
「
海
洋
強
国
の
建
設
」
　
の
戦
略
目
標
を
唱
え
た
。

現
在
、
中
国
に
お
い
て
、
以
上
の
政
策
を
全
面
的
に
実
施
し
て
い
る
。

第
三
に
、
海
洋
管
理
作
業
の
全
面
的
な
促
進
。
海
域
の
使
用
と
管
理
に

つ
い
て
、
海
洋
機
能
区
分
、
海
域
の
帰
属
及
び
そ
の
有
償
使
用
に
関
す
る

法
制
を
迅
速
に
促
進
し
、
全
国
に
お
け
る
海
域
の
使
用
秩
序
が
改
善
さ
れ

る
。
海
洋
環
境
の
管
理
に
お
い
て
、
海
洋
環
境
の
観
測
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

わ
が
国
の
沿
岸
海
域
へ
の
観
測
能
力
を
強
化
し
、
海
洋
自
然
災
害
へ
の
対

策
を
構
築
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
自
然
災
害
の
損
害
、
損
失
を
減
少
す
る
。

海
上
の
違
法
な
行
為
の
取
締
に
お
い
て
、
わ
が
国
は
管
轄
の
あ
る
海
域
の

違
法
な
使
用
と
利
用
行
為
に
対
し
て
、
厳
重
に
取
締
を
実
施
し
て
き
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
わ
が
国
の
海
洋
権
益
を
維
持
し
て
い
る
。

第
四
に
、
極
地
及
び
大
洋
の
資
源
調
査
の
実
施
。
南
極
に
お
い
て
、
わ

が
国
は
二
十
回
の
調
査
を
経
て
、
す
で
に
「
長
城
」
、
「
中
山
」
と
名
づ
け

て
の
科
学
考
察
駅
を
設
置
し
た
。
北
極
に
お
い
て
、
わ
が
国
は
二
回
の
科

学
考
察
を
組
織
し
、
「
黄
河
」
名
称
の
観
測
駅
を
設
置
し
、
こ
の
よ
う
な

活
動
と
成
果
は
、
人
類
の
極
地
へ
の
認
識
と
平
和
的
な
利
用
に
役
立
つ
だ

ろ
う
。
ま
た
、
深
海
底
に
お
い
て
、
中
国
の
大
洋
協
会
が
二
〇
〇
一
年
す

で
に
国
際
深
海
底
機
構
と
契
約
を
結
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
国
は
、
契

約
に
定
め
た
太
平
洋
の
国
際
深
海
底
に
貯
蔵
し
て
い
る
多
金
属
結
核
の
優

先
的
な
開
発
権
を
取
得
し
た
。
さ
ら
に
、
中
国
の
「
大
洋
一
号
」
　
の
大
洋

へ
の
科
学
考
察
活
動
（
二
〇
〇
五
年
四
月
一
二
日
か
ら
二
〇
〇
六
年
一
月

二
二
日
ま
で
）
も
国
際
深
海
底
の
資
源
の
確
保
は
中
国
の
資
源
へ
の
ニ
ー

ズ
に
も
有
利
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
国
際
深
海
底
制
度
の
実

施
を
促
進
し
、
こ
の
よ
う
な
深
海
底
の
調
査
活
動
を
積
極
的
に
評
価
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
に
、
国
際
協
力
の
強
化
。
わ
が
国
は
、
海
洋
に
関
す
る
協
力
活
動

に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
の
一
つ
は
、
資
源
の
確
保
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
経
済
発
展
の
資
源
を
各
ル
ー
ト
に
よ
り
、
い
ろ
ん
な
方
法

で
取
得
す
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
に
ロ
シ
ア
と

「
海
洋
領
域
に
お
け
る
中
ロ
協
力
の
協
定
」
を
結
ん
だ
。
二
〇
〇
四
年
以

来
、
わ
が
国
は
積
極
的
に
資
源
開
発
の
協
力
相
手
を
探
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
「
上
海
協
力
機
構
」
内
で
の
他
国
と
の
資
源
開
発
協
力
プ
ロ
グ
ラ
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、
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
各
国
と
の
資
源
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
で
あ

る
。第

六
に
、
海
洋
開
発
に
関
す
る
技
術
の
発
展
と
整
備
。
海
洋
開
発
に
は

巨
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
高
度
な
技
術
に
も
必
要
で
あ

る
。
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
技
術
は
、
開
始
の
段
階
（
新
中

国
建
国
初
期
）
　
お
よ
び
十
年
間
の
文
化
大
革
命
期
の
停
滞
、
ま
た
は
停
止

段
階
、
改
革
開
放
後
の
発
展
段
階
を
経
て
、
現
在
は
海
洋
開
発
に
関
す
る

技
術
も
上
昇
し
、
あ
る
程
度
の
開
発
技
術
を
備
え
て
い
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
国
務
院
が
、
二
〇
〇
六
年
二
月
九
日
に
公
布
し
た
r
国
家
に
お
け
る

中
長
期
の
科
学
と
技
術
の
発
展
企
画
に
関
す
る
綱
要
（
二
〇
〇
六
か
ら
二

〇
二
〇
年
ま
で
）
」
に
お
い
て
、
「
海
洋
技
術
」
を
ハ
イ
テ
ク
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
、
優
先
的
に
発
展
さ
せ
促
進
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
海
洋
開
発
に
関
す
る
技
術
を
確
保
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
の
必
要
性
と
実
施
可
能
性
の
論
述
に

よ
り
、
私
は
、
中
国
の
海
洋
開
発
が
緊
迫
で
、
か
つ
可
能
で
あ
る
と
結
論

し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
わ
が
国
は
、
自
国
の
実
情
に
照
ら
し
、
外
国
の

有
用
な
経
験
に
学
ん
で
、
海
洋
開
発
を
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
、
国
の
海
洋

開
発
戦
略
を
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
海
洋
開
発
を
保
障

す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
海
洋
政
策
だ
け
で
な
く
、
海
洋
開
発
に

付
随
す
る
海
洋
開
発
の
法
律
制
度
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。

三
　
国
際
社
会
・
地
域
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る

法
的
制
度
の
概
要

以
上
に
述
べ
た
通
り
、
国
の
海
洋
開
発
戦
略
を
実
施
す
る
た
め
に
重
要

な
こ
と
は
、
海
洋
開
発
の
法
律
制
度
を
利
用
し
、
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
に
、
国
際
、
地
域
（
二
国
間
）
お
よ
び
わ
が
国
の
国
内
の
関
連
制
度
、

特
に
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

1
　
国
際
的
な
海
洋
開
発
の
法
律
制
度
。
周
知
の
通
り
、
国
際
社
会
で
海

洋
開
発
を
規
範
す
る
主
な
法
律
は
『
国
連
海
洋
法
条
約
」
　
（
t
h
c
U
n
t
i
c
d

N
a
t
i
O
n
S
C
O
n
く
e
n
t
i
O
n
S
O
ロ
臣
c
L
a
w
O
f
臣
e
S
e
a
－
以
下
r
条
約
j
と
略
称
す

る
）
　
で
あ
る
。
r
条
約
」
　
の
海
洋
開
発
面
で
の
特
徴
は
主
に
次
の
点
で
あ

る
。第

一
に
、
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
資
源
開
発
の
制
度
を
構
築
し

た
。
r
条
約
」
　
の
第
五
十
六
条
、
第
七
十
七
条
は
、
沿
岸
国
が
排
他
的
経

済
水
域
と
大
陸
棚
の
天
然
資
源
に
対
し
て
探
査
、
開
発
の
権
利
を
有
し
、

沿
岸
国
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
海
洋
資
源
開
発
の
関
連
施
設
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
r
条
約
」
に
存
在
す
る
欠
点

は
、
r
条
約
」
が
排
他
的
経
済
水
城
と
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
原

則
の
み
を
定
め
て
お
り
、
実
際
の
操
作
性
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
肯
定
す
べ
き
点
は
、
境
界
画
定
に
つ
い
て
合
意
が
で
き
な
い
場
合

に
つ
い
て
、
過
渡
期
の
一
時
的
な
措
置
を
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
（
た
と

え
ば
、
r
条
約
」
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
八
十
三
条
第
三
項
）
。
以
上
の
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規
定
は
、
当
事
国
間
の
矛
盾
、
紛
争
を
緩
和
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
役
割

を
果
た
す
。
も
ち
ろ
ん
、
沿
岸
国
は
有
効
な
措
置
を
採
っ
て
海
洋
環
境
を

保
護
す
る
義
務
を
負
う
。

第
二
に
、
人
類
共
同
の
財
産
（
t
h
c
c
O
m
m
O
n
h
e
r
i
t
品
c
O
f
m
a
昇
i
n
d
）

と
い
う
原
則
が
r
条
約
」
の
中
で
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
こ
の
原
則
が

「
深
海
底
」
制
度
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
深
海
底
」
制
度
は
、
各
国
が
平

等
に
「
深
海
底
」
活
動
に
参
与
し
、
「
深
海
底
」
活
動
の
利
益
を
分
か
ち

合
い
、
各
国
が
「
深
海
底
」
　
の
環
境
を
保
護
す
る
義
務
と
責
任
を
負
う
と

と
も
に
、
海
洋
科
学
研
究
等
を
実
施
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
条
約
」
は
「
深
海
底
」
制
度
が
全
人
類
の
利
益
に

寄
与
す
る
こ
と
を
確
実
に
保
障
す
る
た
め
、
更
に
専
門
的
に
「
深
海
底
」

の
活
動
を
管
理
し
、
監
督
す
る
国
際
海
底
機
構
（
註
C
：
n
t
e
m
a
t
i
O
n
巴
S
e
a
・

b
e
d
A
u
t
h
O
r
i
t
y
）
を
設
立
し
た
　
（
た
と
え
ば
、
r
条
約
」
　
の
第
一
条
第
一

項
、
第
一
三
三
条
第
一
項
、
第
一
三
六
条
、
第
一
四
一
条
、
第
一
四
三
条

第
三
項
、
第
一
五
六
条
第
一
項
、
第
一
五
七
条
第
一
項
）
。
さ
ら
に
、
国

際
社
会
の
全
体
の
利
益
を
調
整
す
る
た
め
に
、
「
深
海
底
」
鉱
物
の
開
発

か
ら
得
た
利
益
に
つ
い
て
、
国
際
海
底
機
構
の
内
部
機
関
を
通
し
て
利
益

分
配
に
関
す
る
内
容
の
規
定
も
定
め
ら
れ
た
　
（
た
と
え
ば
、
r
条
約
」
　
の

第
一
四
〇
条
第
二
項
）
。

「
深
海
底
」
制
度
は
海
洋
資
源
開
発
活
動
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

人
類
共
同
財
産
と
の
原
則
の
実
施
に
有
利
な
ば
か
り
で
な
く
、
新
し
い
国

際
的
な
海
洋
経
済
秩
序
の
構
築
に
も
有
利
で
あ
る
。

第
三
に
、
国
際
的
紛
争
の
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
て
い
る
。
r
条

約
」
は
附
属
書
六
（
国
際
海
洋
法
裁
判
所
規
程
）
に
基
づ
き
「
条
約
j
の

解
釈
と
適
用
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
権
限
を
持
つ
国
際
海
洋
法
裁
判
所

（
臣
e
H
n
t
c
m
a
t
i
O
邑
丁
昏
昌
a
l
ど
臣
e
L
a
w
O
↓
臣
c
S
c
且
を
設
立
し
て
お
り
、

更
に
は
紛
争
を
解
決
す
る
強
制
的
手
続
き
も
規
定
し
て
い
る
。
同
時
に
、

国
際
海
洋
法
裁
判
所
に
、
「
深
海
底
」
活
動
の
紛
争
を
専
門
に
処
理
す
る

常
設
の
裁
判
部
を
設
置
し
て
い
る
。
そ
れ
が
国
際
海
底
紛
争
裁
判
部

（
臣
e
S
e
a
・
b
e
d
D
i
s
p
u
t
c
s
C
h
a
m
b
且
　
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
「
条
約
」
附

属
書
六
第
一
条
第
一
項
、
「
条
約
」
　
の
第
二
八
六
、
二
八
七
、
二
八
八
、

二
九
六
条
、
「
条
約
」
の
第
一
八
六
、
一
八
七
、
一
八
八
条
、
r
条
約
」
附

属
昏
六
第
一
四
条
）
。
国
際
海
洋
法
裁
判
所
お
よ
び
そ
の
海
底
紛
争
裁
判

部
の
構
築
は
、
紛
争
の
解
決
に
有
利
に
働
き
、
海
洋
資
源
の
開
発
活
動
の

実
施
を
確
実
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
「
深
海
底
」
制
度
の
原
則
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
、
r
条
約
」

は
更
に
予
備
的
規
定
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
条
約
」
　
の
第
八
二

条
に
は
、
沿
岸
国
が
二
〇
〇
海
里
を
超
え
る
大
陸
棚
上
の
非
生
物
資
源
を

開
発
す
る
場
合
に
は
、
国
際
海
底
機
構
を
通
し
て
金
銭
を
支
払
う
か
現
物

を
拠
出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
条
項
の
規
定
に
は
、
獲
得

し
た
利
益
を
国
際
海
底
機
構
が
公
平
に
分
配
す
る
と
の
「
深
海
底
」
制
度

の
原
則
が
体
現
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
「
条
約
」
第
七
六
条
第
八
項
に

は
、
沿
岸
国
の
二
〇
〇
海
里
を
超
え
る
大
陸
棚
の
確
定
に
つ
い
て
は
r
条

約
j
　
が
設
立
し
た
機
関
、
す
な
わ
ち
大
陸
棚
限
界
委
員
会

（
C
O
－
百
－
i
s
s
i
O
n
O
ロ
註
c
L
i
m
i
t
s
O
r
臣
e
C
O
n
t
i
n
c
n
邑
S
h
c
l
凸
　
の
提
案
を
受
け

入
れ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
規
定
は
、
国
際
機
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関
の
役
割
を
体
現
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
成
立
し
た
大
陸
棚
限
界
委

員
会
は
す
で
に
実
質
的
に
業
務
を
展
開
し
て
お
り
、
ロ
シ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
っ
た
国
か
ら
二
〇
〇
海
里
を
超
え
る
大
陸
棚
に
関

す
る
申
請
プ
ラ
ン
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
「
条
約
」
は
海
洋
開
発

の
面
で
な
お
欠
点
を
持
つ
。
し
か
し
肯
定
す
べ
き
こ
と
は
、
r
条
約
」
締

約
国
の
数
か
ら
し
て
も
（
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
r
条
約
」
締
約
国
は
一
四

八
カ
国
が
あ
り
）
、
各
国
の
実
践
状
況
か
ら
見
て
も
、
r
条
約
」
は
国
際
社

会
か
ら
普
遍
的
に
遵
守
さ
れ
て
お
り
、
安
定
し
て
発
展
し
て
い
て
、
国
際

的
な
海
洋
活
動
を
管
理
す
る
権
威
あ
る
文
書
と
な
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

「
条
約
」
は
各
国
の
海
洋
資
源
開
発
の
た
め
に
重
要
な
法
的
基
礎
を
提
供

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

2
　
地
域
（
二
国
間
）
　
の
海
洋
開
発
の
法
律
制
度
。
わ
が
国
の
海
域
と
他

国
と
の
間
に
紛
争
の
あ
る
国
の
多
く
が
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
あ
る
。
し

か
し
喜
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
わ
が
国
は
こ
う
し
た
国
々
と
良
好
な
国
際
関
係

を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
安
定
し
た
関
係
は
、
地
域
（
二

国
間
）
　
の
法
的
制
度
も
含
め
て
、
明
ら
か
に
わ
が
国
が
国
の
海
洋
開
発
戦

略
を
実
施
す
る
上
で
有
利
で
あ
る
。
地
域
及
び
二
国
間
に
締
結
し
た
協
定

は
主
に
次
の
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
わ
が
国
は
二
〇
〇
三
年
六
月
二
十
八
日
、
「
東
南
ア
ジ
ア
友

好
協
力
条
約
」
お
よ
び
二
つ
の
修
正
議
定
書
を
批
准
し
て
こ
れ
に
加
入
し

た
。
当
該
条
約
は
、
A
S
E
A
N
成
立
後
は
じ
め
て
採
択
さ
れ
た
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
文
書
で
、
A
S
M
A
N
加
盟
国
の
相
互
関
係
の
行
動
準
則
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
当
該
条
約
加
入
は
、
中
国
と
A
S
E
A
N

諸
国
と
の
間
の
政
治
的
な
相
互
信
頼
関
係
が
深
ま
り
、
協
力
レ
ベ
ル
が
更

に
高
ま
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
と
A
S
E
A
N
と
の
関

係
の
長
期
的
な
安
定
と
発
展
に
有
利
に
働
き
、
中
国
が
良
好
な
周
辺
環
境

を
固
め
る
上
で
も
有
利
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
平
和
と
安
定
を
共
同
で
守

っ
て
い
く
た
め
に
も
有
利
で
あ
る
。

第
二
に
、
わ
が
国
と
東
南
ア
ジ
ア
各
国
は
二
〇
〇
二
年
十
一
月
四
日
、

r
南
海
各
方
行
為
宣
言
」
に
調
印
し
た
。
こ
の
宣
言
で
各
方
は
、
次
の
こ

と
を
宣
言
し
、
約
束
し
た
。
m
 
r
国
連
憲
章
」
の
主
旨
と
原
則
、
r
条
約
」

（
国
連
海
洋
法
条
約
）
、
r
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
」
、
平
和
共
存
五
原

則
お
よ
び
そ
の
他
の
国
際
法
準
則
を
踏
ま
え
て
、
平
和
と
相
互
尊
重
を
基

礎
と
し
、
信
頼
関
係
構
築
の
道
を
探
る
こ
と
を
約
束
し
、
∽
武
力
に
訴
え

た
り
、
武
力
で
互
い
に
威
嚇
し
あ
う
の
で
は
な
く
、
関
連
主
権
国
家
と
の

友
好
的
協
議
と
話
し
合
い
を
通
し
て
、
平
和
的
方
法
で
相
互
間
の
領
土
、

管
轄
権
を
め
ぐ
る
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
㈹
紛
争
を
複
雑
に

し
、
拡
大
し
、
平
和
と
安
定
に
影
響
を
与
え
る
行
動
を
と
ら
ず
に
、
自
制

し
て
、
建
設
的
な
方
法
で
対
立
を
処
理
し
、
様
々
な
方
法
で
相
互
信
頼
関

係
を
構
築
す
る
道
を
探
る
こ
と
を
約
束
し
、
屈
紛
争
が
全
面
的
に
永
久
に

解
決
す
る
ま
で
、
協
力
で
き
る
部
分
を
探
し
協
力
で
き
る
よ
う
努
め
、
協

講
と
話
し
合
い
に
力
を
入
れ
て
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
推
進
す
る
こ
と

を
約
束
し
、
㈲
当
該
地
域
の
平
和
と
安
定
を
促
進
す
る
上
で
、
南
海
に
お

け
る
行
動
準
則
の
制
定
が
い
か
に
重
要
か
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
た
。

こ
の
宣
言
の
調
印
は
、
当
該
地
域
の
平
和
、
安
定
お
よ
び
経
済
的
発
展
の
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た
め
、
関
連
諸
国
間
の
対
立
、
紛
争
の
平
和
で
永
久
的
な
解
決
の
た
め
に

有
利
な
条
件
を
創
り
出
す
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
中
越
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）
境
界
・
漁
業
協
力
両
協
定
が

二
〇
〇
四
年
六
月
三
十
日
に
発
効
し
た
。
中
越
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）

境
界
画
定
協
定
と
漁
業
協
力
協
定
の
発
効
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
中
越

双
方
は
政
治
的
な
相
互
信
頼
を
強
め
、
協
力
分
野
を
更
に
広
げ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
r
中
越
共
同
声
明
」
（
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
日
）
で
双
方
は
、

友
好
・
相
互
信
頼
を
増
進
し
、
互
恵
協
力
を
推
進
し
、
共
同
発
展
を
促
進

す
る
こ
と
は
中
越
両
国
の
根
本
的
利
益
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
た
。
双
方
は
同
時
に
、
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）
境
界
画
定
協
定

と
漁
業
協
力
協
定
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
積
極
的
に
評
価
し
、
引
き
続
き

こ
の
二
つ
の
協
定
を
確
実
に
実
施
し
、
海
上
の
治
安
と
漁
業
生
産
の
秩
序

を
共
同
で
擁
護
し
、
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）
共
同
漁
区
の
漁
業
資
源
共

同
調
査
を
積
極
的
に
展
開
し
、
境
界
を
ま
た
ぐ
石
油
天
然
ガ
ス
構
造
の
探

査
採
掘
協
力
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
両
国
海
軍
の
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）

共
同
巡
回
を
早
期
に
実
施
す
る
こ
と
で
同
意
し
た
。
双
方
は
、
北
部
湾

（
ト
ン
キ
ン
湾
）
外
の
海
域
の
境
界
画
定
に
つ
い
て
も
早
急
に
協
議
を
開

始
し
、
当
該
海
域
で
の
共
同
開
発
の
問
題
を
話
し
合
う
こ
と
で
も
同
意
し

た
。
北
部
湾
（
ト
ン
キ
ン
湾
）
境
界
画
定
協
定
と
漁
業
協
力
協
定
の
積
極

的
な
役
割
が
す
で
に
顕
現
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

第
四
に
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
は
二
〇
〇
五
年
三
月
十
四

日
、
r
南
中
国
梅
合
意
区
に
お
け
る
三
カ
国
共
同
海
洋
地
震
活
動
に
関
す

る
取
極
」
に
調
印
し
た
。
こ
の
取
極
の
主
な
目
的
は
、
三
者
の
協
力
を
通

し
て
、
地
震
・
地
球
物
理
的
方
法
で
紛
争
海
域
の
地
質
構
造
や
石
油
天
然

ガ
ス
埋
蔵
量
を
調
査
し
、
商
業
的
採
掘
の
価
値
が
あ
る
か
否
か
判
定
す
る

こ
と
に
あ
る
。
こ
の
取
極
の
調
印
と
実
施
は
、
「
紛
争
は
据
え
置
き
、
共

同
開
発
を
行
う
」
と
の
原
則
を
実
行
し
、
実
質
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た

と
い
う
点
で
、
当
該
地
域
の
平
和
と
安
定
の
擁
護
の
上
で
重
要
な
意
味
を

持
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ま
た
「
南
海
各
方
行
為
宣
言
」
　
の
重
要
な
措

置
で
も
あ
る
。
こ
の
取
極
は
、
他
の
国
の
間
の
海
洋
紛
争
解
決
に
も
参
考

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
三
ヶ
国
は
こ
の
取
極
に
基
づ
い
て
所
定
の
目

標
に
向
か
っ
て
実
施
し
て
い
る
。

上
述
の
通
り
、
国
際
社
会
、
地
域
（
二
国
間
）
　
の
海
洋
開
発
の
法
的
制

度
は
、
わ
が
国
が
海
洋
開
発
戦
略
を
実
施
す
る
上
で
有
利
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

四
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
の

特
徴
及
び
今
後
の
主
な
任
務

H
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度

1
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
の
概
要
。
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
、
わ
が
国
が
制
定
し
た
、
海
洋
活
動
を
規
範
す
る
法
規
に
は
主

に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
r
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
中
国
と
略
称
）

政
府
の
領
海
に
関
す
る
声
明
」
　
（
一
九
五
八
年
九
月
四
H
）
、
r
中
国
の
対

外
協
力
に
よ
る
海
洋
石
油
資
源
採
掘
条
例
」
　
（
一
九
八
二
年
一
月
三
十
H
、

二
〇
〇
一
年
九
月
二
十
三
日
改
訂
）
、
『
中
国
海
洋
環
境
保
護
法
」
　
（
一
九
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一

八
二
年
八
月
二
十
三
日
、
一
九
九
九
年
十
二
月
二
十
五
日
改
訂
）
、
「
中
国

海
上
交
通
安
全
法
」
　
（
一
九
八
三
年
九
月
二
日
）
、
r
中
国
石
油
探
査
開
発

環
境
保
護
管
理
条
例
】
　
二
九
八
三
年
十
二
月
二
十
九
日
）
、
「
中
国
船
舶

海
域
汚
染
防
止
管
理
条
例
J
　
（
一
九
八
三
年
十
二
月
二
九
日
）
、
r
中
国
海

洋
廃
棄
物
投
棄
管
理
条
例
」
　
（
一
九
八
五
年
三
月
六
H
）
、
「
中
国
漁
業
法
」

（
一
九
八
六
年
一
月
二
十
日
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
三
十
一
日
改
訂
）
、
r
中

国
鉱
産
資
源
法
」
　
（
一
九
八
六
年
三
月
十
九
H
、
一
九
九
六
年
八
月
二
十

九
日
目
改
定
）
、
r
中
国
船
舶
解
体
に
よ
る
環
境
汚
染
防
止
管
理
条
例
」
　
（
一

九
八
八
年
五
月
十
八
日
）
、
r
海
底
電
線
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
敷
設
管
理
規
定
」

二
九
九
〇
年
二
月
十
一
日
）
、
「
中
国
海
岸
工
事
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

ょ
る
汚
染
被
害
防
止
の
た
め
の
海
洋
環
境
管
理
条
例
」
　
（
一
九
九
〇
年
五

月
二
十
五
日
）
、
r
中
国
陸
源
汚
染
物
に
よ
る
汚
染
被
害
防
止
の
た
め
の
海

洋
環
境
管
理
条
例
」
　
（
一
九
九
〇
年
五
月
二
十
五
日
）
、
r
中
国
領
海
お
よ

び
接
続
海
域
法
」
　
（
一
九
九
二
年
二
月
二
十
五
日
）
、
r
全
国
人
民
代
表
大

会
常
務
委
員
会
の
国
連
海
洋
法
条
約
批
准
に
関
す
る
決
定
し
　
二
九
九
六

年
五
月
十
五
日
）
、
『
中
国
渉
外
海
洋
科
学
研
究
管
理
規
定
」
　
二
九
九
六

年
六
月
十
八
日
）
、
r
中
国
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
相
法
」
　
（
一
九
九

八
年
六
月
二
十
九
日
）
、
r
中
国
海
域
使
用
管
理
法
」
　
（
二
〇
〇
一
年
十
月

二
十
七
日
）
、
r
海
洋
行
政
処
罰
実
施
方
法
」
　
（
二
〇
〇
二
年
十
二
月
二
十

五
日
）
、
「
無
人
島
保
護
・
利
用
管
理
規
定
し
　
（
二
〇
〇
三
年
七
月
一
日
）
、

r
投
棄
区
管
理
暫
定
規
定
し
　
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
四
日
）
、
r
海
底
電
線

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
保
護
規
定
J
　
（
二
〇
〇
四
年
一
月
九
日
）
。
た
だ
し
上
述
の

海
洋
法
律
・
規
定
・
条
例
は
部
門
法
ま
た
は
具
体
法
ま
た
は
原
則
法
で
あ

り
、
こ
れ
ら
が
調
整
す
る
の
は
各
管
理
機
関
が
管
轄
す
る
局
部
的
な
利
益

で
あ
っ
て
、
全
体
性
、
調
整
性
に
は
欠
け
る
と
い
う
欠
点
が
あ
る
と
お
も

わ
れ
て
い
る
。

2
　
わ
が
国
の
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
に
存
在
す
る
問
題
。
一
般

的
に
、
主
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
法
的
制
度
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
様
々
な
原
因
に

よ
り
、
わ
が
国
の
海
洋
を
め
ぐ
る
法
律
制
度
は
主
に
改
革
開
放
政
策
が
実

施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
構
築
さ
れ
、
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
わ
が
国
が
一
九
九
六
年
に
r
条
約
J
に
加
入
す
る
前
後
に
海
洋
を
め

ぐ
る
法
律
制
度
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
律
は
改
革
開
放
政
策

に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
開
放
政
策
の
産
物
で
あ
り
、

更
に
発
展
さ
せ
、
豊
か
に
し
、
整
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
部

の
法
規
は
す
で
に
現
在
の
情
勢
に
適
合
し
な
く
な
っ
て
お
り
、
改
訂
の
必

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
は
現
在
そ
の
整
備
に
努
め
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
現
在
立
法
中
の
主
な
法
規
に
は
、
島
喚
立
法
、
海
域
使
用
権
管

理
条
例
、
海
域
使
用
金
徴
収
管
理
条
例
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

肯
定
的
に
評
価
す
る
に
債
す
る
。

第
二
に
、
ば
ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
は
海
洋
事
務
ま

た
は
海
洋
活
動
を
管
理
す
る
機
関
が
数
多
く
あ
り
、
窓
口
が
多
く
、
権
利
、

義
務
責
任
が
不
明
確
で
、
ば
ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
で
、
海
洋
事
務
の
ス
ピ
ー
ド
、
複
雑
さ
、
多
様
性
、
敏
感
さ
に
対
応
す

る
こ
と
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
り
、
海
洋
事
務
に
つ
き
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
決

定
し
、
反
応
し
、
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。



′
P

り
h

I

′

一朝7002号4巻∩
）

3学法島広

第
三
に
、
全
体
性
、
全
局
性
に
欠
け
る
。
海
洋
法
規
の
制
定
部
門
が
多

く
存
在
す
る
た
め
、
海
洋
活
動
の
規
範
も
各
自
が
管
轄
す
る
範
囲
ま
た
は

区
域
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
と
な
り
、
部
門
間
の
協
力
、
調
整
、
意
思
の

疎
通
が
十
分
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
総
合
的
に
国
の
海
洋
政
策
を
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
総
合
的
に
国
の
海
洋
事
務
を
管
理
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
総
合
的
に
国
の
海
洋
権
益
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
、

海
洋
事
務
の
発
展
情
勢
、
要
求
、
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
こ
と
は
明
ら
か
に

不
可
能
で
あ
る
。

第
四
に
、
奨
励
・
補
償
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
欠
け
る
。
周
知
の
通
り
、
海
洋

資
源
の
開
発
、
利
用
に
は
巨
額
の
資
金
と
先
進
的
な
技
術
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
海
洋
法
律
、
法
規
の
多
く
は
、
企
業
に
よ
る
海
洋
資

源
開
発
へ
の
投
資
を
積
極
的
に
奨
励
、
補
償
す
る
具
体
的
な
措
置
、
優
遇

政
策
に
欠
け
る
。
こ
れ
で
は
開
発
者
ま
た
は
投
資
者
の
海
洋
開
発
へ
の
積

極
性
を
引
き
出
す
に
は
明
ら
か
に
不
利
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、
わ
が
国
に
は
基
本
的
に
海
洋
の
法
律
体
系
が
で
き
て
き

て
い
る
が
、
重
大
な
欠
陥
が
あ
り
、
国
の
海
洋
開
発
戦
略
面
で
の
必
要
を

考
慮
し
て
も
、
明
ら
か
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
、
こ
れ
ら

を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

口
　
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
法
的
制
度
の
完
備
に
つ
い
て
の

．

今
後
の
主
な
任
務

わ
が
国
の
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
二
つ
の

面
か
ら
政
策
と
法
的
制
度
を
完
備
ま
た
は
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

1
　
国
際
社
会
、
地
域
（
二
国
間
）
　
の
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
法
的
制
度
を

利
用
し
、
整
備
す
る
こ
と
。
上
述
の
通
り
、
国
際
社
会
や
地
域
（
二
国
間
）

の
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
法
的
制
度
は
わ
が
国
が
海
洋
開
発
戦
略
を
実
施
す

る
上
で
有
利
で
あ
り
、
わ
が
国
は
こ
れ
を
正
し
く
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
は
r
条
約
j
や
地
域
（
二
国
間
）
　
の
関

連
の
条
約
の
義
務
を
積
極
的
に
履
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
他
国

と
の
協
力
を
次
々
と
拡
大
し
、
世
界
や
地
域
の
海
洋
活
動
に
引
き
続
き
積

極
的
に
参
与
し
、
わ
が
国
の
海
洋
事
務
へ
の
対
応
力
を
高
め
、
平
和
的
な

方
法
で
各
種
海
域
紛
争
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国

は
大
国
と
し
て
の
政
治
外
交
面
で
の
優
位
性
を
利
用
し
、
世
界
の
平
和
と

安
定
の
維
持
に
力
を
注
ぎ
、
と
り
わ
け
わ
が
国
の
周
辺
地
域
の
平
和
と
安

定
を
守
る
こ
と
で
、
海
洋
開
発
戦
略
を
実
施
す
る
有
利
な
環
境
を
確
実
に

保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
わ
が
国
の
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
政
策
と
法
的
制
度
を
整
え
る
。
わ
が

国
が
国
家
海
洋
開
発
戦
略
を
順
調
に
実
施
で
き
る
よ
う
保
障
し
、
わ
が
国

の
現
代
化
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
確
実
に
保
障
し
、
調
和
ま
た
は

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
社
会
を
築
く
た
め
、
ま
た
世
界
の
平
和
と
発
展
に
寄

与
す
る
た
め
、
国
家
海
洋
開
発
に
関
す
る
政
策
と
法
的
制
度
の
制
定
を
含

め
、
特
に
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
法
的
制
度
を
更
に
整
備
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
中
国
に
お
け
る
海
洋
開
発
に
関
す
る
政
策
と
法

的
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
主
な
任
務
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
中
国
の
r
憲
法
」
に
「
海
洋
」
用
語
の
増
加
。
つ
ま
り
、
海

洋
の
地
位
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
に
、
r
憲
法
」
　
の
第
九
条
に
「
海
洋
」

用
語
を
入
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
海
洋
」
も
国
の
自
然
資
源
の
一
つ
で
あ
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り
ム

ー
ユ

る
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

第
二
に
、
総
合
的
な
海
洋
機
関
の
設
置
。
中
国
に
お
け
る
海
洋
に
関
す

る
管
轄
部
門
が
多
く
、
か
つ
調
整
が
よ
く
な
い
な
ど
の
欠
点
が
あ
る
。
中

国
は
早
期
に
r
海
洋
事
業
発
展
企
画
」
ま
た
は
r
海
洋
基
本
法
」
　
の
制
定

に
よ
り
、
海
洋
活
動
、
利
用
と
開
発
な
ど
に
関
す
る
総
合
的
な
機
関
を
設

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
海
洋
に
関
す
る
具
体
的
法
例
・
条
例
の
制
定
と
完
備
。
中
国

は
、
た
と
え
ば
、
r
領
海
と
接
続
水
城
法
－
、
r
排
他
的
経
済
水
城
及
び
大

陸
棚
法
」
な
ど
に
お
い
て
抽
象
的
な
原
則
を
具
体
化
す
る
法
例
・
条
例
な

ど
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
八
月
三
十

日
に
、
中
国
の
国
務
院
が
、
r
海
洋
環
境
法
」
に
基
づ
い
て
、
「
海
洋
工
事

ま
た
は
構
築
物
の
建
設
に
よ
り
海
洋
環
境
管
理
へ
の
汚
染
と
損
害
の
防
止

に
関
す
る
条
例
」
　
（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
一
日
よ
り
実
施
）
を
採
択
し
た
。

今
後
、
中
国
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
法
の
法
例
・
条
例
の
制
定
・
完
備

の
任
務
が
重
い
。

第
四
に
、
海
洋
に
関
す
る
政
策
と
某
紙
の
発
表
。
中
国
は
、
一
九
九
八

五
月
に
r
中
国
に
お
け
る
海
洋
事
業
に
関
す
る
発
展
（
自
書
）
」
を
発
表

し
て
以
来
、
海
洋
に
関
す
る
政
策
と
業
績
を
発
表
・
公
開
し
た
こ
と
が
な

い
の
で
、
他
国
が
中
国
の
海
洋
に
関
す
る
政
策
と
業
績
を
了
解
す
る
た
め

に
、
ま
た
、
海
洋
紛
争
を
合
理
的
に
解
決
す
る
た
め
に
、
海
洋
に
関
す
る

自
書
の
発
表
の
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

五
　
お
わ
り
に

中
国
は
「
海
洋
開
発
戦
略
」
を
打
ち
出
し
て
以
来
、
海
洋
開
発
を
め
ぐ

る
政
策
と
法
制
の
構
築
と
整
備
に
力
を
尽
く
し
、
あ
る
程
度
の
成
果
を
あ

げ
て
き
た
。
し
か
し
、
中
国
が
直
面
す
る
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
情
勢
は
依

然
と
し
て
非
常
に
厳
し
く
、
手
を
棲
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
が
国
政

府
は
一
方
で
国
際
社
会
、
地
域
ま
た
は
区
域
、
そ
し
て
二
国
間
の
海
洋
開

発
制
度
を
積
極
的
に
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
、
国
内
の

海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
法
制
の
整
備
を
引
き
続
き
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

に
は
、
た
と
え
ば
、
海
洋
基
本
法
、
海
洋
開
発
法
の
制
定
、
r
排
他
的
経

済
水
域
及
び
大
陸
棚
法
」
の
附
属
法
規
・
法
例
の
制
定
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

よ
っ
て
、
国
際
社
会
ま
た
は
地
域
的
な
平
和
を
維
持
さ
せ
、
そ
し
て
二
国

間
の
海
洋
を
め
ぐ
る
紛
争
の
合
理
的
な
解
決
、
中
国
の
海
洋
事
業
の
発
展
、

国
の
海
洋
権
益
の
確
保
な
ど
を
実
現
さ
せ
る
。
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